
議案第１９号  

  

  

市道路線の認定について 

  

市道路線の認定について、道路法（昭和27年法律第180号）第８条第２項の規定により、

議会の議決を求める。 

  

令和８年２月１６日提出       

霧島市長 中 重  真 一       

 

 

 

 

 

認定する路線 

 路 線 名 
起   点 

終   点 

主要な 

経過地等 

１ 新町～久保田線 
霧島市国分新町地先 

霧島市国分新町地先 
 

２ 田口東線 
霧島市霧島田口地先 

霧島市霧島田口地先 
 

３ 霧島中央線 
霧島市霧島田口地先 

霧島市霧島田口地先 
 

４ 永野田線 
霧島市霧島永水地先 

霧島市霧島永水地先 
 

５ 新川８号線 
霧島市隼人町住吉地先 

霧島市隼人町住吉地先 
 

６ 新川９号線 
霧島市隼人町住吉地先 

霧島市隼人町住吉地先 
 

７ 新川10号線 
霧島市隼人町住吉地先 

霧島市隼人町住吉地先 
 

８ 新川11号線 
霧島市隼人町住吉地先 

霧島市隼人町住吉地先 
 

９ 京塚２号線 
霧島市隼人町住吉地先 

霧島市国分松木町地先 
 



10 境畑１号線 
霧島市隼人町住吉地先 

霧島市国分松木町地先 
 

11 境畑２号線 
霧島市隼人町住吉地先 

霧島市隼人町住吉地先 
 

12 境畑３号線 
霧島市隼人町住吉地先 

霧島市隼人町住吉地先 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

市道の新設に伴い道路の位置を特定する１路線（新町～久保田線）、主要地方道国分霧

島線の改良工事に伴い旧道となる一部の道路（田口東線）、農道（霧島中央線外１路線）、

生活道路として利用している里道（新川８号線外４路線）及び開発により整備され寄附を

受けた道路（新川９号線外２路線）を市道として認定するため、市道路線の認定について、

議会の議決を求めるものである。 



位　置　図

起点 終点

主要地方道 国分霧島線

市道 河畑～重久線

主要地方道 都城隼人線
新町～久保田線



位　置　図

起点 終点

田口東線

主要地方道国分霧島線

改良路線



位　置　図

起点 終点

市道 狭名田～水流山線

霧島中央線



位　置　図

起点 終点

主要地方道 都城隼人線

県道 北永野田小浜線

永野田線



位　置　図

起点 終点

新川８号線

新川９号線

新川１０号線

新川１１号線



位　置　図

起点 終点

京塚２号線

境畑１号線境畑２号線境畑３号線


